
こども家庭庁保育政策課

令和８年２月27日改定

No. 事　項 質　問 回　答

1 事業内容 本格実施はいつからでしょうか。

令和７年度に子ども・子育て支援法に基づく地域子ども・子育て支援事業として制度化し、
実施自治体の拡充を図った上で、令和８年度から子ども・子育て支援法に基づく新たな給
付として全国の自治体において「こども誰でも通園制度」を実施することを予定していま
す。

2 事業内容 実施にあたり、一時預かり事業を行っていることが前提となりますでしょうか。 前提にはなりません。

3 事業内容
待機児童が発生している自治体においてもこども誰でも通園制度を実施することが可能で
しょうか。

可能です。なお、令和８年度からは対象となる全てのこどもに、乳児等のための支援給付
を受ける権利が生じるため、待機児童の発生有無に関わらず、こども誰でも通園制度を実
施する必要があります。

4 事業内容 市の独自事業を、こども誰でも通園制度に位置付けることは可能でしょうか。 設備運営基準等を満たしていれば可能です。

5 事業内容
２歳児を対象に幼稚園のプレ保育を実施している施設がありますが、プレ保育は本事業
の対象となりますでしょうか。

設備運営基準等を満たしていれば対象となりますが、対象のこどもは、0歳6か月～満3歳
未満となっておりますので、3歳の子が利用する場合には、本事業の対象外となります。

6 （削除） （削除）

7 事業内容
こども誰でも通園制度を令和７年度から実施する場合、市町村で実施事業者数に制限を
設けたり、提供区域や施設類型、対象のこどもの年齢に制限を設けることは可能でしょう
か。

令和７年度においては可能です。
ただし、令和８年度の本格実施からは、管内すべての対象のこどもが利用できるよう、提
供体制を整備をする必要があり、ご指摘の制限については、実施事業者数について、令
和８年度から必要利用定員の総数と利用定員の総和を踏まえた需給調整を行うことが可
能です。また、市町村内で乳児等通園支援事業を実施する区域や施設類型を制限するこ
とはできません。なお乳児等通園支援事業の対象のこどもの年齢は０歳６か月～満３歳未
満としており、市町村が制限を設けることはできません。

8 事業内容
定期利用を前提に実施することを想定し、週や曜日の選択によって利用日数の差がでな
いようにするために祝日の多い月曜日と金曜日は実施せず、火曜日から木曜日に限定し
て事業を実施することは可能でしょうか。

令和７年度の実施においては問題ありません。
ただし、令和８年度の本格実施からは、市町村において、管内すべての対象のこどもが利
用できるよう、提供体制を整備する必要があります。そのため、管内事業所ごとの開所曜
日等、どういった受け入れができるのか確認し、本格実施に向け準備をお願いします。
なお、各事業所において受入れを行う曜日を限定することを妨げるものではありません。

9 事業内容
０歳６か月～満３歳未満以外の年齢児を対象とした場合は本事業の対象となるでしょう
か。

０歳６か月～満３歳未満以外のこどもの受入れは本事業の対象外となります。
なお、自治体独自に事業を行うことを妨げるものではありません。

10 事業内容
対象となる「０歳６か月～満３歳未満」の考え方について、利用できるのはいつまででしょう
か。

３歳の誕生日の前々日までの利用が可能です。
子ども・子育て支援制度においては、満３歳以上の子どもは、教育保育給付の１号認定
（新制度幼稚園や認定こども園の利用）や施設等利用給付の１号認定（私学助成幼稚園
等の利用）を受けることが可能です。

11 事業内容 一時預かり事業を利用しているこどもは、本事業の利用の対象となりますでしょうか。 本事業の対象となる要件を満たしている場合、対象となります。

12 事業内容 施設等利用給付を受けているこどもは対象となりますでしょうか。 本事業の対象となる要件を満たしている場合、対象となります。

13 事業内容
障害児の通所給付施設（児童発達支援センター、児童発達支援事業所等）に通っている
児童（通所給付を受けている児童）は対象となりますでしょうか。

本事業の対象となる要件を満たしている場合、対象となります。

14 事業内容
令和７年度のこども誰でも通園制度は、住民票のある市町村以外でも対象のこどもであれ
ば利用可能でしょうか。

令和７年度においては市町村を越えた利用を認める場合は、自治体間において協定等を
結び、実施方法を決定してください。
令和８年度以降においての取り扱いはNo91～93をご参照ください。

15 事業内容 他自治体の施設を利用した場合（広域利用）、費用負担はどうなりますでしょうか。
令和７年度においては費用負担については、自治体間の協定等により、こどもの居住自
治体・施設が所在する自治体のどちらが負担しても差し支えありません。
令和８年度以降については、居住する自治体が負担することとなります。

16 事業内容
事業実施当初の利用者の受付方法について、ひとり親家庭など配慮が必要な家庭のこど
もの受入れを先に決定し、残った利用枠を特に配慮が必要ではない方々で埋めていくとい
う手法をとっても問題ないでしょうか。

令和７年度の乳児等通園支援事業は、地域子ども・子育て支援事業（市町村実施事業）と
して実施されるため、問題ありません。
令和８年度以降については、市町村実施事業ではなく、給付制度（乳児等のための支援
給付）として実施されるため、例えば、予約の受付けについて、配慮が必要な家庭のこども
の利用に係る申込みを先に受け付け、その後にそれ以外の家庭のこどもの利用に係る申
込みを受け付けるといった手法を採用することを市町村が事業所に対して依頼することな
どが考えられるところです。

17 事業内容 利用時間について、自治体独自で上乗せしてもよろしいでしょうか。 自治体の負担の下で独自の上乗せを設けることを妨げるものではありません。

18 事業内容 10時間を超えて受け入れを実施した分は本事業の対象となるでしょうか。
一人当たり「月10時間」を上限とするため、それを超える時間については、本事業の対象と
なりません。なお、自治体の負担の下で独自の上乗せを設けることを妨げるものではあり
ません。

19 事業内容 保護者負担（利用料）について、自治体独自で設定してもよろしいでしょうか。

令和７年度においては、地域子育て支援事業のため自治体独自で設定しても差し支えあ
りません。
なお、令和８年度以降の利用料は、特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準（令和
七年内閣府令第九十五号）第12条第２項の規定に基づき、事業所が保護者の同意を得て
徴収するため、その額は事業所が定めることになります。なお、国において、利用料は１時
間当たり300円程度を標準とすることをお示ししており、詳細については「子ども・子育て支
援法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴うこども家庭庁関係内閣府令の整備に
関する内閣府令及び特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準の施行に伴う留意事
項について」（令和８年１月27日付けこども家庭庁成育局長事務連絡）をご参照ください。

20 事業内容 実施方法について、委託での実施、補助金での実施、どちらも可能でしょうか。
令和７年度においては、どちらの実施も可能です。
令和８年度以降については、乳児等のための支援給付として、全国一律の給付制度とな
ります。

21 事業内容 キャンセル対応について、統一したルールはありますでしょうか。

キャンセルの取り扱いについては各自治体ごとにキャンセルポリシー等を作成し、その取
扱いに準じていただくこととしています。こども誰でも通園制度の実施に関する手引P15を
ご確認ください。なお、令和８年度以降の取扱いについては、整理の上追ってお示しする
予定です。

令和７年度　こども誰でも通園制度に関する Ｑ＆Ａ 【第19版】
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22 事業内容 令和７年度における指導監督員に資格要件等はありますでしょうか。
業務内容を的確に遂行していただければ、資格要件や経験年数、常勤非常勤の別などは
問いません。

23 事業内容 令和７年度における指導監督員が委託でも問題ないでしょうか。 問題ありません。

24 事業内容
令和７年度における指導監督員を配置するにあたり、管内でこども誰でも通園制度実施施
設が１施設の場合でも対象となりますでしょうか。また、公営施設での実施のみの場合で
も対象となりますでしょうか。

対象となります。

25 事業内容
親子通園における「利用の条件」について、明確にルールを設ける必要がありますでしょう
か。また、どこがルールを定めるのでしょうか。

事業や制度の目的・意義に沿っていれば、事業所判断で対応して構いません。
ただし、こどもの育ちの観点から、親子通園が長期間続く状態や利用の条件になることが
ないよう留意してください。

26 事業内容 利用料減免について、実施するかどうかは自治体判断でよろしいでしょうか。
令和７年度においては、問題ありません。
令和８年度以降の取扱いについては、整理の上追ってお示しする予定です。

27 事業内容
利用料減免について、利用料減免を適用する保護者は、利用認定申請において減免の
申し出があった保護者のみとしても問題ないでしょうか。

令和７年度においては、問題ありません。
令和８年度以降の取扱いについては、整理の上追ってお示しする予定です。

28 事業内容
利用料減免について、保護者から遡って適用の申し出があった場合、遡及して適用するこ
とは可能でしょうか。

令和７年度においては、問題ありません。
令和８年度以降の取扱いについては、整理の上追ってお示しする予定です。

29 事業内容
事業者と利用者の契約行為により、施設を利用することとなりますが、この契約について、
利用者が複数の施設（例えば「A」という施設と「B」という施設）を利用する場合は、それぞ
れの施設で利用契約を取り交わす必要がありますでしょうか。

ご認識の通りです。

30 職員配置
職員を通常保育や一時預かりと兼任した場合それぞれの事業の運営費における算定対
象となりますでしょうか。

対象経費を適切に区分し、管理いただくことを前提とし、ご認識のとおりです。
なお、それぞれの事業で専任要件がある場合は、同一時間帯に複数の事業を兼務するこ
とはできません。

31 職員配置
公立施設で実施する場合、一般財源で措置された人材を配置することとしていますが、こ
の場合でも人件費は補助対象にならないのでしょうか。

令和７年度においては二重交付を避ける観点から、地方交付税などの一般財源で措置さ
れている人件費は対象外となります。一般財源で措置されている部分と、それ以外の部分
について適切に切り分けのうえ、補助対象となる額を算出してください。
なお、令和８年度以降については公立施設も乳児等のための支援給付交付金の対象とな
ります。

32 予算 保護者負担については、施設の収入としてよろしいでしょうか。 問題ありません。

33 予算 昼食・おやつ代など実費となる費用は別途徴収してよろしいでしょうか。 保護者の同意のうえ、必要に応じて徴収いただいて問題ありません。

34 予算
「保育所等におけるICT化推進等事業」について、過去に本事業を活用した施設でも再度
の活用が可能でしょうか。

当該実施施設で本事業のうち「保育所等における業務のICT化を行うためのシステム導
入」を活用していない施設が対象となります。

35 予算
「保育所等におけるICT化推進等事業」について、令和８年度からの実施に向けて、令和７
年度中にICT化を推進する場合にも対象となるのでしょうか。

対象となります。

36
子ども・子
育て支援事
業計画

こども誰でも通園制度を実施する場合、子ども・子育て支援事業計画の策定が必要でしょ
うか。

すべての都道府県・市町村において、令和７年度中に必要事項を計画に盛り込む必要が
あります。なお本計画を変更することが困難である場合には、代用計画を策定することとし
ています。
詳細については「「教育・保育及び地域子ども・子育て支援事業の提供体制の整備並びに
子ども・子育て支援給付並びに地域子ども・子育て支援事業及び仕事・子育て両立支援
事業の円滑な実施を確保するための基本的な指針」等の改正等について」（令和７年９月
16日付けこども家庭庁成育局保育政策課事務連絡）をご確認ください。

37
子ども・子
育て支援事
業計画

こども誰でも通園制度を令和７年度から実施する場合、５年度分の策定が必要でしょう
か。

５年度分（令和７年度～令和11年度）の策定が必要になります。

38 （削除） （削除）

39
子ども・子
育て支援事
業計画

「量の見込み」及び「確保方策」の算出について、地域の実情にあわせた算出方法として
問題ないでしょうか。

問題ありません。
詳細については「「教育・保育及び地域子ども・子育て支援事業の提供体制の整備並びに
子ども・子育て支援給付並びに地域子ども・子育て支援事業及び仕事・子育て両立支援
事業の円滑な実施を確保するための基本的な指針」等の改正等について」（令和７年９月
16日付けこども家庭庁成育局保育政策課事務連絡）をご確認ください。

40 認可手続

児童福祉法に「実務を担当する幹部職員」、児童福祉法施行規則に「福祉の実務にあたる
幹部職員」とありますが、保育所等で乳児等通園支援事業を実施する場合には、基本的
に保育所等の施設長が乳児等通園支援事業の実務を担当する幹部職員にあたると考え
てよろしいでしょうか。

ご認識のとおりです。

41 認可手続
保育所や認可外保育施設に対する安全計画義務化の際と同様に、こども誰でも通園制度
における安全計画の例やひな形をお示しいただけないでしょうか。

現時点においては予定していません。なお、留意事項通知の第２の１においてお示しして
いるとおり、既に安全計画を別途定めている場合には、乳児等通園支援事業の実施に伴
い必要となる内容を加えることで足りると考えています。
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42 認可手続
認可手続の様式や提出書類、認可事務のモデルケース（既存保育施設、新規施設などの
ケースごとに）をお示しいただけないでしょうか。

「乳児等通園支援事業の認可等について」（令和７年２月26日付けこども家庭庁成育局長
通知）において別添資料とともに整理していますので、お示しした内容をもとにご対応をお
願いいたします。なお、令和８年度以降の手続きについては事務フロー及び参考様式をお
示ししております。
こども誰でも通園制度HP＞想定事務フロー・参考様式等
https://www.cfa.go.jp/policies/hoiku/daredemo-tsuen

43 認可手続
令和７年度概算要求資料では、乳児等通園支援事業の実施主体は市町村とされていま
すが、民間事業者は実施主体とはならないのでしょうか。民間事業者は実施主体とはなら
ないにもかかわらず、児童福祉法上の認可は必要になるのでしょうか。

令和７年度における乳児等通園支援事業の実施主体については市町村となっております
が、市町村は、適切に本事業を実施できると認めた者に委託等（契約）を行うことができ、
その際は市町村による認可が必要です。

44 認可手続
乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準（令和七年内閣府令第一号）第16条
において、運営規程で定めるものに、「利用定員」とありますが、「利用定員」は何を指すの
でしょうか。

運営規程において定める乳児等通園支援事業の認可に係る「定員」については、任意の
一時点において受入可能な最大の乳幼児の数を指す概念であり、一般型乳児等通園支
援事業にあっては、備える設備等に応じた受入可能な乳幼児の数が定まるほか、余裕活
用型乳児等通園支援事業にあっては、事業を実施しようとする保育所等が受け入れようと
する乳幼児の数が当該保育所等の利用定員の範囲内の数となります。
なお、子ども・子育て支援法に基づく「利用定員」については、特定乳児等通園支援事業
の運営に関する基準（令和七年内閣府令第九十五号）第３条及び本Q＆ANo.160をご確認
ください。

45 認可手続
認可の際には当該事業所における定員を定める必要があると認識していますが、歳児ご
とに定める必要がありますでしょうか。

令和７年度においては、乳児又は満３歳未満の幼児それぞれにおいて利用定員を設定す
ることが必要です。令和８年度以降については、令和７年11月14日付けで、「乳児等通園
支援事業の設備及び運営に関する基準（令和７年内閣府令第１号）」第16条第１項第６号
の改正を行ったため、乳児、幼児の区分を問わず「利用定員」の総数のみを定めることが
可能となりました。

46 認可手続
歳児ごとに定員を定める必要がある場合、年度当初の年齢により定めることになるのか、
満年齢により定めることになるのでしょうか。

利用定員の取扱いについては、当該年度の４月１日時点（０歳については、出生の時点）
の満年齢によることとしています。

47 （削除） （削除）

48 認可手続
公立施設において乳児等通園支援事業を行う場合、「認可」も「意見聴取」も不要だと認識
していますが間違いないでしょうか。（公立の地域型保育事業所と同じ取扱いでよろしいで
しょうか。）

ご認識のとおりです。

49 認可手続 認可申請書の様式をお示しいただけないでしょうか。

「乳児等通園支援事業認可申請書（兼）特定乳児等通園支援事業者確認申請書」の案を
お示ししております。こども家庭庁HPに掲載しておりますので、必要に応じてダウンロード
してください。
こども誰でも通園制度HP＞想定事務フロー・参考様式等＞2.参考様式・参考資料
https://www.cfa.go.jp/policies/hoiku/daredemo-tsuen

50 認可手続

余裕活用型乳児等通園支援事業における定員数は、利用定員の空き枠の活用であり、
毎年余裕活用型乳児等通園支援事業の定員数が変更となる可能性がありますが、その
都度、施設の内部規定を変更すべきでしょうか。（運用上の取扱いについての第２の６（６）
関係）ただし書きなどで、「利用定員の増減により変動することもあります」等を記載すれば
対応可能と考えてよろしいでしょうか。

ご認識のとおりです。

51 認可手続 運営規程の作成例やひな型のようなものは示す予定はありますでしょうか。 現時点において、例をお示しすることは予定していません。

52 食事の提供

乳児等通園支援事業における食事の提供について、保育所では満３歳未満のこどもにつ
いては、原則として外部搬入によることができないこととされているが、外部搬入によるこ
とは可能でしょうか。また、乳児等通園支援事業と一体的に運営されている保育所等が外
部搬入により食事の提供をしている場合は、乳児等通園支援事業は当該保育所等と同じ
食事の提供ができるのでしょうか。

設備運営基準第15条において、一時預かり事業と同様に、「乳児等通園支援事業者は、
食事の提供を行う場合（施設外で調理し運搬する方法により行う場合を含む。）において
は、当該施設において行うことが必要な調理のための加熱、保存等の調理機能を有する
設備を備えなければならない。」と定めておりますが、満３歳未満のこどもが対象であるこ
とを踏まえ、留意事項通知の第２の５や「こども誰でも通園制度の実施に関する手引」を踏
まえ、乳児等通園支援事業者において、食事の提供に当たり必要な体制について十分に
検討を行うことが必要であると考えています。

53 食事の提供

乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準（令和７年内閣府令第１号）第15条で
は、「乳児等通園支援事業者は、食事の提供を行う場合（施設外で調理し運搬する方法に
より行う場合を含む。）においては、当該施設において行うことが必要な調理のための加
熱、保存等の調理機能を有する設備を備えなければならない」との規定がありますが、こ
の内容を超えて、食事の提供方法について市町村が条例によって規制をかけることは問
題ないでしょうか。

食事の提供について、市町村が条例により内閣府令の内容を超えて規制の措置を講ずる
ことは差し支えありません。なお、その場合には、留意事項通知の第２の５においてお示し
している内容を参考としていただきたいと考えています。

54 食事の提供 利用者が弁当等を持参することにより食事をとることも可能でしょうか。

留意事項通知の第２の５において、「食事の提供の有無については乳児等通園支援事業
者が判断するものであること。・・・利用乳幼児の乳児等通園支援事業の利用形態等に応
じて、乳児等通園支援事業者が食事の提供を行うのではなく、弁当等を持参して食事をと
る場合も考えられること。」としているとおりです。

55
設備の基準
関係

保育所等が乳児等通園支援事業を一体的に運営する場合、当該保育所等の設備（便
所、調理設備等）を乳児等通園支援事業の設備に兼ねることは可能でしょうか。可能であ
る場合に、当該保育所等の設備は、引き続き保育所等の設備として認可してよろしいで
しょうか。

乳児等通園支援事業を保育所等と併設して実施する場合、留意事項通知の第２の３にお
いてお示ししているとおり、当該乳児等通園支援事業を利用する乳児又は幼児及び併設
施設等の利用者の処遇に支障がない場合に限り、兼ねることは可能です。また、あくまで
兼ねるに留まるため、引き続き当該保育所等の設備として取り扱って差し支えありませ
ん。

56
設備の基準
関係

認可保育所等において一般型乳児等通園支援事業を実施するに当たり、当該認可保育
所等の認可において保育室の床面積を最低限必要となる床面積以上に算定している場
合に、当該床面積を減少させる認可変更手続は不要でしょうか。

既存の保育所等における保育室の床面積を市町村の条例で定める基準に基づき最低限
必要となる床面積まで減じた上で改めて認可を行い、それにより生じた余剰の床面積を乳
児等通園支援事業における保育室の面積として算定し認可を行うことは可能です。

57
設備の基準
関係

認可された保育所等において余裕活用型乳児等通園支援事業を実施する場合、当該保
育所等の利用者数によって、当該余裕活用型乳児等通園支援事業を利用できるこどもの
数が変動するが、どのように認可又は認可変更をすればよろしいでしょうか。

認可の際には、利用定員の範囲内で事業を実施する旨を運営規程等により確認した上
で、監査等により実施状況を都度確認いただく必要があると考えています。
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58
設備の基準
関係

保育所等が一般型乳児等通園支援事業を一体的に行う場合、当該保育所等の保育室の
床面積を当該一般型乳児等通園支援事業の保育室の床面積と重ねて認可してよいか。

保育室等の床面積については、こどもの人数に応じて必要となる面積を確保する必要が
あるため、保育所等における保育室の面積を乳児等通園支援事業における保育室の面
積として認可することはできません。

59 職員配置
保育所等が乳児等通園支援事業を併設して実施する場合に、当該保育所等の保育士や
調理員が乳児等通園支援事業に従事することは可能でしょうか。

留意事項通知の第３の⑵のニにおいてお示ししているとおり、保育所等が乳児等通園支
援事業を一体的に運営する場合に、保育士については、当該保育所等及び当該乳児等
通園支援事業双方の職員配置に関する基準を満たした上で、当該保育所等の保育士が
乳児等通園支援事業に従事することは可能です。

60 事業内容
乳児等通園支援事業において、英会話や水泳等の習い事のようなことを行うことは可能で
しょうか。

「こども誰でも通園制度の実施に関する手引」において「リトミック教室や英語教室、スイミ
ングスクールなどの習い事に類する内容、形態によるものをこども誰でも通園制度に当て
はめて提供するなど、早期教育の場の形とすることは適切ではありません。」と記載してい
るとおりです。

63 その他
保育所等と併設する場合、会計処理は、別施設として処理する必要がありますでしょう
か。

収支計算書又は損益計算書において、乳児等通園支援事業を経営する事業に係る区分
を設けることが必要です。

64 その他

収支計算書又は損益計算書において、乳児等通園支援事業を経営する事業に係る区分
を設ける必要がありますでしょうか。
また、区分が必要な場合、保育所内で乳児等通園支援事業を実施する社会福祉法人に
おいてはサービス区分を新たに設ければ足り、拠点区分を設ける必要はない認識でよろ
しいでしょうか。

特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準（令和７年内閣府令第95号）第31条におい
て、会計区分について、「特定乳児等通園支援事業者は、特定乳児等通園支援の事業の
会計をその他の事業の会計と区分しなければならない」としているとおりです。
なおその際、保育所内で乳児等通園支援事業を実施する社会福祉法人においては、必ず
しも拠点区分を新設する必要はなく、サービス区分を新たに設けることで他事業の会計と
区分することが考えられます。

65 その他
乳児等通園支援事業を行う者は、その提供した乳児等通園支援により賠償すべき事故が
発生した場合に備え、賠償責任保険に加入する必要がありますでしょうか。

留意事項通知の第４において、「乳児等通園支援事業者については事故等の発生による
保障を円滑に行うことができるよう、賠償責任保険に加入することを可能な限り検討するこ
と。なお、改正法による改正後の子ども・子育て支援法（以下「改正後子子法」という。）第
54条の３の規定により準用する改正後子子法第46条第３項の内閣府令で定める基準（令
和８年４月１日施行予定）において、乳児等通園支援事業者は、その提供した乳児等通園
支援により賠償すべき事故が発生した場合については損害賠償を速やかに行うことを規
定することを予定していること。」としているとおりです。

66 事業内容 企業主導型保育施設での実施は可能でしょうか。 「一般型」でのみ実施が可能です。

67
予算（令和
７年度）

どのような費用が対象経費となるでしょうか。

対象経費は以下のものを想定しています。
報酬、給料、職員手当等、賃金、共済費、謝金、旅費、需用費（消耗品費、食糧費、会議
費、印刷製本費、光熱水費）、役務費（通信運搬費、手数料、保険料）、委託料、備品購入
費、使用料及び賃借料、扶助費、負担金、補助金及び交付金

68
予算（令和
７年度）

事業所において、利用実績がなかった場合でも、人件費をはじめとした対象経費は補助さ
れるのでしょうか。

利用者がいない場合は、対象経費の補助はありません。

69
予算（令和
７年度）

６月からこどもの受入れを開始する場合において、４月・５月に事前準備として、一般家庭
への周知や事業所に対する研修にかかった費用は補助対象となりますでしょうか。

対象となります。
（例）周知用ポスター・リーフレットの作成費用、自治体が実施する研修費用（旅費・宿泊費
は除く）等

70
予算（令和
７年度）

利用申請のあったこどもの事前面談に要する費用ついて、国費の充当が可能でしょうか。 事前面談に要する費用の補助はありません。

71
予算（令和
７年度）

１施設当たりの委託料等の上限額はありますでしょうか。
市町村ごとの補助基準額の設定はありますが、１施設当たりの委託料等の上限はござい
ません。なお、委託料等については、国の設定額に応じ、設定してください。

72
予算（令和
７年度）

賃借料補助について、事業実施月にかかわらず基準額満額の補助となりますでしょうか。 事業実施月数に応じた補助となります。

73
予算（令和
７年度）

賃借料補助について、令和６年度に試行的事業を実施している施設は、令和７年度に補
助対象となりますでしょうか。

令和７年度以降に乳児等通園支援事業（こども誰でも通園制度）を実施する施設が対象と
なるため、令和６年度に試行的事業を実施していたとしても補助対象となります。

74 施設整備 就学前教育・保育施設整備交付金について、公立保育所も対象となりますでしょうか。
公立保育所でこども誰でも通園制度を実施する場合は、本事業を行うために必要な部分
のみ補助対象となります。
※定員での按分等、様々な要件があるため、厚生局に事前にご相談ください。

75 施設整備
就学前教育・保育施設整備交付金について、すでに事業を実施している施設は対象外と
なりますでしょうか。

事業が実施されていることをもって整備費の対象外になるということはありませんが、創
設、増築、増改築に当たらない場合には補助率の嵩上げはされません。

76 施設整備
就学前教育・保育施設整備交付金を活用し、こども誰でも通園制度専用の建物を整備し
た場合、こども誰でも通園制度の実施と同時に他事業（一時預かり事業等）を実施するこ
とは可能でしょうか。

こども誰でも通園制度の実施に当たって整備した施設であるため、不可となります。

61
子ども・子
育て支援事
業計画

乳児等通園支援事業を実施するにあたり、市町村子ども・子育て支援事業計画（または代
用計画）に量の見込みや確保策を定める際、「教育・保育提供区域」を設定する必要があ
りますでしょうか。

子ども・子育て支援法の規定に従い、教育・保育提供区域ごとに必要事項を定める必要
があります。

（参考）
子ども・子育て支援法（平成24年法律第65号）（抄）【令和７年４月１日施行時点】
（市町村子ども・子育て支援事業計画）
第六十一条　（略）
２　市町村子ども・子育て支援事業計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
一　市町村が、地理的条件、人口、交通事情その他の社会的条件、教育・保育を提供す
るための施設の整備の状況その他の条件を総合的に勘案して定める区域（以下「教育・
保育提供区域」という。）ごとの当該教育・保育提供区域における各年度の特定教育・保
育施設に係る必要利用定員総数（第十九条各号に掲げる小学校就学前子どもの区分ごと
の必要利用定員総数とする。）、特定地域型保育事業所（事業所内保育事業所における
労働者等の監護する小学校就学前子どもに係る部分を除く。）に係る必要利用定員総数
（同条第三号に掲げる小学校就学前子どもに係るものに限る。）その他の教育・保育の量
の見込み並びに実施しようとする教育・保育の提供体制の確保の内容及びその実施時期
二　教育・保育提供区域ごとの当該教育・保育提供区域における各年度の地域子ども・子
育て支援事業の量の見込み並びに実施しようとする地域子ども・子育て支援事業の提供
体制の確保の内容及びその実施時期
三・四　（略）
３～10　（略）
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77 施設整備
就学前教育・保育施設整備交付金について、施設整備完了後は早急にこども誰でも通園
制度を実施する必要がありますでしょうか。

交付金の協議の際に開始時期についても協議を行っているため、想定よりも早く整備が完
了したからといって、すぐに開始する必要はありません。

78 施設整備
就学前教育・保育施設整備交付金について、既存の園庭を整備する（遊具等を乳児でも
使用できるものに整備する等）場合、補助対象となりますでしょうか。

園庭の整備は整備費の対象経費に含まれません。

79 施設整備
就学前教育・保育施設整備交付金について、保育所を新たに整備し、その保育所にこども
誰でも通園制度実施の部屋を設ける場合、同時に協議することが可能でしょうか。

可能です。ただし、協議書は別々に作成する必要があります。

80 施設整備
保育所等改修費等支援事業を活用する場合には、子ども・子育て支援事業計画の策定が
要件になりますでしょうか。

子ども・子育て支援事業計画に必要量や整備計画を定めることを要件にするものではあり
ませんが、それらの計画に基づき計画的に整備することが望ましいです。

81 施設整備

令和７年度の施設整備について、「保育所等改修費等支援事業」では「乳児等通園支援
事業（こども誰でも通園制度）の実施に伴い、実施事業所の設置を行うために必要な改修
費等の一部を補助する」旨記載がありますが、標記の施設改修は「既存の保育所等の自
己所有物件」でこども誰でも通園制度を実施する場合共用部分等（調乳室、給食室、保育
室）も補助対象になりますでしょうか。
または、こども誰でも通園制度実施にかかり新たに賃貸契約を締結し改修した場合のみ
対象でしょうか。

「既存の保育所等の自己所有物件」であるかどうかに問わず、こども誰でも通園制度を実
施するために必要な改修であれば、共用部分についても対象となり得ます。
なお、共用部分については真にこども誰でも通園制度を実施するために必要な改修かどう
か精査をお願いします。

82 施設整備
こども誰でも通園制度実施施設を整備する場合、施設に対する優遇融資制度等はあるの
でしょうか。

WAM（独立行政法人福祉医療機構）の優遇融資制度の活用が可能となります。詳細は
WAMにご確認ください。

83 その他 定款変更は必ず行う必要がありますでしょうか。

社会福祉法人が乳児等通園支援事業を第二種社会福祉事業に該当するものとして実施
するに当たっては、社会福祉法第31条第１項に基づき、定款に定める必要があります。
また、乳児等通園支援事業が社会福祉法法第２条第４項第４号の規定により社会福祉事
業に該当せず、公益事業として実施する場合についても原則として定款に定める必要が
あります。ただし、公益事業のうち、規模が小さく社会福祉事業と一体的に行われる事業
又は社会福祉事業の用に供する施設の機能を活用して行う事業については、必ずしも定
款に定めることを要しません。
詳細は「乳児等通園支援事業（こども誰でも通園制度）に係る社会福祉法上の事業区分
等について」（令和８年２月６日付けこども家庭庁保育政策課事務連絡）をご参照ください。

84 その他 寄附行為について、学校法人も寄附行為の変更が必要という認識でよろしいでしょうか。
寄附行為への記載の要否については、各所轄庁（文科省、各都道府県）に相談いただくよ
うお願いいたします。（R7.4.10修正）

85 事業内容 令和８年４月１日からの事業開始は必須か。

令和８年４月１日から、全ての市町村において、こども誰でも通園制度を実施する必要が
あります。具体的には以下のとおりです。
・令和８年４月１日から、子ども・子育て支援法に基づき、全ての対象となるこどもの保護者
に乳児等のための支援給付を受ける権利が生じます。
・このため、全ての市町村において、対象となるこどもの保護者から乳児等のための支援
給付に関する認定の申請があった場合には、審査の上、認定する必要があります。
・その上で、実際に当該対象となるこどもがこども誰でも通園制度を利用できるよう、令和
８年度に向けて、市町村子ども・子育て支援事業計画において、乳児等通園支援の量の
見込み並びに実施しようとする乳児等通園支援の提供体制の確保の内容及びその実施
時期を定める必要があります（必須記載事項）。当該計画に基づき、実際に受け皿を確保
していくことが求められます。

86 事業内容

自治体内の実施施設の受入準備等の事由により、令和８年４月から事業実施ができない
等の場合、市内全施設で、年度途中から事業の実施（例えば、令和８年６月から一斉実施
など）を行うなどの運用は可能でしょうか。
また、このような運用を行う場合、利用者の認定決定を年度途中の日で決定（例えば、令
和８年６月１日に決定）することなどは可能でしょうか。１文目の運用が難しい場合は、１園
のみ令和８年４月１日より事業を開始して、残りの園については６月１日から開始という運
用は可能でしょうか。
また、市町村として、年度当初は１歳児以降からを対象とし、段階的に受け入れ可能年齢
を広げていくという対応は可能か。

令和８年４月１日から、全ての対象となるこどもの保護者に乳児等のための支援給付を受
ける権利が発生し、保護者は、乳児等支援給付認定の申請を行うことができることにな
り、要件を満たせば認定をしていただく必要があります。
そのため市町村として一律に、一部の期間認定決定を行わないことや、認定年齢を限定
する等の対応を行うことはできません。
一方で、提供体制については、令和８年４月１日時点で、市町村の区域内のいずれかの
事業所において乳児等通園支援を利用できるよう整えていただき、実情を踏まえながら段
階的に整備していただくといった対応をとっていただくことも考えられます。

87 事業内容

令和８年４月１日から施設での利用を開始するため、次の運用は可能でしょうか。
①令和７年度中に、乳児等支援給付認定を行うこと（申請受付だけでなく、審査及び給付
決定が可能か）
②令和７年度中に、利用予定者が認可・確認済みの施設への面談の予約、面談の実施、
利用予約を行うこと

①準備行為として、施行日前の申請受付及び認定が可能です。
②施行日前の利用の予約並びに面談の予約及び実施は可能です。

88 事業内容

待機児童が発生しておらず、今後も児童数の減少が見込まれることから待機児童は発生
しないと予測している。
一時預かり保育を実施しており、こども誰でも通園制度が想定する需要も現状で受け入れ
が行えていると考えているが、こども誰でも通園制度を実施する必要はあるのか。

一時預かり事業が、週に数回の短時間労働、病院への通院やレスパイトなど、保護者都
合による（一時的な）利用であるのに対し、こども誰でも通園制度は、こどもの育ちを応援
するために、こどもが継続的に保育所等へ通園する制度という違いがあり、こども誰でも
通園制度はこどもまんなかの視点で実施される制度となります。
また、一時預かり事業は地域の実情に応じて市町村の判断において実施するものである
のに対し、こども誰でも通園制度は、令和８年度から、対象となる全てのこどもに給付を受
ける権利が生じることとなり、全国どの自治体でも共通で実施する必要があります。
これらの違いを踏まえ、一時預かり事業の実施にかかわらず、こども誰でも通園制度を実
施していただくようお願いします。

89 事業内容

　一時預かり事業と一体で運営している施設において、1日の利用のうち最初の数時間の
み「こども誰でも通園」として利用し、残りを「一時預かり事業」として連続利用することは可
能でしょうか？
　また、上記が可能な場合、一時預かり事業の利用分を基準額の決定における実績人数
としてカウントしても良いでしょうか？

No88回答に記載の、それぞれの事業目的に合致すると自治体が判断する場合であれ
ば、同日に両事業を利用することも可能です。
この場合、同利用者について、一時預かり事業の基準額の決定における利用人数にカウ
ントいただいて差し支えありません。

90 事業内容 土日の実施要否や時間帯に決まりはあるのでしょうか。
市町村として、市町村子ども・子育て支援事業計画において定める乳児等通園支援の量
の見込みに対応する提供体制を確保する必要がありますが、土日の実施や時間帯につ
いて特段の定めはありません。

91 事業内容
広域利用について、令和８年度は認めず令和９年度から他市民を受け入れることとしても
問題ないですか。

令和８年度以降は、こども誰でも通園制度は地域子ども・子育て支援事業（市町村実施事
業）ではなくなるため、市町村の区域内の事業所について、他の市町村に居住する者の利
用を認めないとするような取扱いをする権限は、市町村にありません。なお、自市町村に
居住する者が適切に制度を利用できるよう、優先予約枠の設定等の対応について事業者
に対して求めることなどが考えられます。
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92 事業内容

里帰り出産等で（A市から住民票を移さずに）A市からB市に帰郷された方がこども誰でも
通園制度を利用申請する場合、申請窓口はA市になるか。
また、上記の場合、利用認定者は総合支援システムを介してＢ市管内施設に直接申し込
むことになり、B市は利用状況や請求書を確認して初めて広域利用があったことがわかる
ということか。

申請窓口はA市になります。
利用状況については、お見込みのとおり、B市において管内施設における利用状況を確認
して初めて広域利用があったことが分かります。
ただし、広域利用があった際にアラートを行う等の機能は実装していないため、個別に利
用状況の確認を行わない場合には、翌月に発行される統計情報から広域利用の状況を
ご確認いただくことになります。

93 事業内容
こども誰でも通園制度の実施に関する手引P45について、広域利用は自治体間での協定
が必須か。

令和７年度においては、お見込みのとおり、地域子ども・子育て支援事業（市町村実施事
業）のため、双方の市町村においてこども誰でも通園制度を実施していることが前提となり
ますので、協定を結んでいただく必要があります。
令和８年度以降については不要です。
詳細については「教育・保育及び地域子ども・子育て支援事業の提供体制の整備並びに
子ども・子育て支援給付並びに地域子ども・子育て支援事業及び仕事・子育て両立支援
事業の円滑な実施を確保するための基本的な指針」等の改正等について」（令和７年９月
16日付けこども家庭庁成育局保育政策課事務連絡）をご確認ください。

94 事業内容
医療的ケア児の受入れについて、設備や職員配置等、受入れ体制が整わない場合は、受
入れを断ることが可能なのか。

こども誰でも通園制度の実施に関する手引を参考に、受入れ体制の整った事業所におい
て受入れを実施してください。市町村におかれましては、本事業の趣旨を鑑み、医療的ケ
ア児を含めた受入れ体制の確保を行ってください。

95 事業内容

実施要綱案に定める当日キャンセル分についての定義をご教示ください。
例えば、前日の午後６時以降などのキャンセル分を当日キャンセルとして定めることは問
題無いでしょうか？
当日キャンセルが施設の人員配置の余剰分を手当するための規定であるなら、前日夜間
のキャンセルも当日キャンセルに含めて良いと思いますが、如何でしょうか？

当日の午前０時を基本としますが、令和７年度においては、当日の定義を各自治体におい
て定め、前日の夜間からとしていただいても差し支えありません。

96 事業内容

利用料について令和７年度は300円を標準としつつ、事業所施設が任意に設定可とのこと
ですが、令和８年度以降、給付化した際も料金は事業所で任意に設定できるのでしょう
か。
それとも、利用事業所に係わらず全国又は市町村単位で一律設定とする必要があるので
しょうか。

No19を参照ください。
なお、「１時間当たり300円程度」はあくまでも標準としてお示ししている額であり、全国又は
市町村単位で一律に設定することを強制するものではありません。

97 事業内容

令和８年度以降の乳児等通園支援事業の実施について、経過措置の適用により自治体
の判断で利用時間を例えば「３時間/月」と設定した場合、利用者の利用時間が３時間を
超えた場合で国の利用時間以内であれば、給付を行うことは可能か。
※国制度の１０時間以内で延長利用などがあった場合を想定。

経過措置による利用時間を設定した場合、当該自治体に居住する利用者の利用時間は
当該設定した時間が上限となり、それを超えた部分の給付は行われません。なお、自治体
が当該部分について独自の制度を設けることを妨げるものではありません。

98 事業内容
令和８年度の事業実施に向けた開設準備としての備品購入等を令和７年度内に購入予定
であるが、この経費は令和７年度交付金として申請可能か。

不可です。

99 事業内容

１年のうち一部の期間、事業を休止したり、縮小することを前提に実施することは可能か。
例えば、放課後児童健全育成事業と併設で実施する場合、学校開校日の午前は、乳児等
通園支援を行い、長期休業中は、実施が困難となるので、休業又は実施を縮小すること
は差し支えないか。

可能です。なお、毎年休業期間が決まっているような場合については、あらかじめ、乳児
等通園支援事業の設備及び運営に関する基準（令和７年内閣府令第１号）第16条第4項
に基づき、提供を行わない日を重要事項に定めていただくようお願いいたします。

100 職員配置
子どものための教育・保育給付では、当月初日児童数や職員配置でその額を算出する
が、本制度では時間ごとの事業となるため、職員配置が適正であるかどの時点で判断す
るのか、また給付費の算出は実務的にどのようにするのか。

保育所、乳児等通園支援事業等に関する職員配置の基準は、認可基準であるため、当該
事業を行うどの時点においても適切に満たされている必要があります。その上で、乳児等
通園支援事業の監査における職員配置の具体的な確認方法や、乳児等支援給付費の額
の算出方法等の実務面の事項については追ってお示しさせていただく予定です。

101 職員配置
一時預かり事業で保育所と一体的に事業を実施している施設において、一時預かり事業
の専任職員が１名の場合、その職員が乳児等通園支援の専任職員も兼ねることは可能
か。

保育所と一体的に実施する一般型一時預かり事業と、当該保育所と一体的に実施する乳
児等通園支援事業を同じ時間帯に実施する場合、当該一般型一時預かり事業に充てら
れている１名の専任職員をもって当該乳児等通園支援事業の職員とすることはできませ
ん。
ただし、両事業の実施時間が重ならない場合であれば、それぞれの事業の専任職員とし
て取り扱って両方の事業を実施することが可能です。

102 職員配置
「乳児等通園支援」の専従の配置が求められる場合、当該事業を行っているときのみ、専
従であれば、他の時間帯については問題がないという理解でよろしいでしょうか？

ご認識のとおりです。

103 職員配置
幼保連携型認定こども園の場合に、幼稚園教諭・助教諭のみを持つ“みなし保育教諭”
を、当該配置の担当職員とみなして差し支えないでしょうか？

一般型乳児等通園支援事業については、設備運営基準上、配置できる職員として、保育
士又は乳児等通園支援事業に従事する職員として市町村長が行う研修を修了した者とさ
れており、みなし保育教諭であることをもって、担当職員とすることはできません。
余裕活用型乳児等通園支援事業については、設備運営基準第25条のとおり、実施事業
所の区分に応じ、それぞれの事業所の設備運営基準に定めるところによるものされている
ため、幼保連携型認定こども園においては、みなし保育教諭が乳児等通園支援事業に従
事することも可能ですが、「幼保連携型認定こども園の学級の編制、職員、設備及び運営
に関する基準の運用上の取扱いについて」（平成26年11月28日付け内閣府政策統括官
（共生社会政策担当）・文部科学省初等中等教育・厚生労働省雇用均等・児童家庭局長
連名通知）に基づいて、適切に配置をお願いいたします。

104
設備の基準
関係

余裕活用型一時預かり事業と余裕活用型乳児等通園支援事業を同一保育所で実施する
場合、通常保育の利用定員の空き枠を両事業で流動的に活用してもよいか。
（例）通常保育の定員に空きが2人分あり、乳児等通園支援事業の利用希望者がいない期
間については、2人分を一時預かり事業の利用枠とする。

通常保育の利用定員の範囲内において、空き定員を両事業で流動的に活用いただくこと
は可能です。

105
設備の基準
関係

一般型一時預かり事業を実施していますが、当該事業では年間を通して利用定員に余裕
があることから、当該利用定員の余裕を活用して、余裕活用型乳児等通園支援事業を実
施したいと考えておりますが、可能でしょうか。

一時預かり事業における余裕利用定員を活用して余裕活用型乳児等通園支援事業を実
施することはできません。
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106
設備の基準
関係

幼稚園型認定こども園で実施する予定である。現状の保育室をパーテーション等で区切っ
て乳児室を設置しなければならないか。

設備運営基準上、必ずしも保育室を区切る必要はありませんが、実際の保育状況を鑑み
ながら、安全確保の観点など手引き等を参考に適切にご判断ください。

107 認可手続
認可手続において、市町村児童福祉審議会を設置していない場合、児童福祉に関する利
用の意見聴取を行う旨の規定がありますが、地方版子ども・子育て会議での意見聴取に
代えて差支えないでしょうか。

差し支えありません。

108 認可手続
公立保育所等において市町村が自ら乳児等通園支援事業を行う場合には、児童福祉法
に基づく「認可」を受ける必要はないが、子ども・子育て支援法に基づく「確認」を受ける必
要があるとの認識でよいか。

ご認識のとおりです。

109 認可手続

Ｑ＆Ａの「48」によると、公立施設において乳児等通園支援事業を行う場合、「認可」も「意
見聴取」も不要とありますが、公立施設の指定管理によって実施する場合や、公立施設の
空き部屋を活用し、民間事業者へ乳児等通園支援事業の運営委託を行った場合等、運営
主体が自治体ではない場合も「認可」も「意見聴取」も不要という認識でよいか。

ご認識のとおりです。
なお、実施主体が市町村、運営主体が民間である公設民営ではなく、法人等が公の施設
の一部を借受けて自ら運営する場合（民設民営）は、「認可」と「確認」を受ける必要があり
ます。

110 認可手続
既に乳児等通園支援事業で０歳児のみで認可を受けている施設が１～２歳も受け入れら
れるようにする場合は、再度認可申請が必要か。変更の届出のみでも問題ないか。

変更の届出のみで問題ありません。

111 認可手続
令和８年度から公立施設のみで実施することを想定しているが認可基準を定めた条例を
制定する必要があるか。

条例は必ず制定する必要があります。
審査基準に適合している者から認可申請があった場合には、認可する必要があります。

112 予算 令和８年度の公定価格等、予算関連の情報は、いつ頃示される予定か。 令和７年12月末頃を予定しております。

113 予算
令和８年度からの乳児等のための支援給付の負担割合は。都道府県も歳出予算を計上
する必要があるのか。

令和８年４月１日施行の子ども・子育て支援法第66条の４第２項に規定されているとおり、
負担割合は国3/4、都道府県1/8、市町村1/8です。
都道府県におかれましても、令和８年度予算への計上が必要です。

114 予算
公立施設でこども誰でも通園制度を実施する場合は、給付がされるのか。それとも一般財
源による負担となるのか。

公立施設であっても、乳児等のための支援給付の対象となります。

115 予算
一時預かり事業のように、利用者の有無にかかわらず、職員の配置によって補助されるよ
うな形となる見込みはあるか。

提供した利用時間の実績に基づく給付制度となります。

116 予算
利用者からの申請～認定までを市町村が電子システム等で受け付ける場合のシステム導
入補助等があるか。

ございません。
なお、総合支援システムで利用者認定の申請を受け付けることもできますので（９月改
修）、ご活用下さい。

117
子ども・子
育て支援事
業計画

代用計画策定後は、国や都道府県に報告が必要でしょうか。
市町村子ども・子育て支援事業計画を変更、代用計画を策定しようとするときは、都道府
県に協議いただく必要があります。また、変更若しくは代用計画を策定後は、遅滞なく、都
道府県へ提出してください。なお、国への協議及び提出は不要です。

118
子ども・子
育て支援事
業計画

都道府県においても代用計画の策定で対応することは可能か。 可能です。

119 システム
総合支援システムの利用申込フォームで代表者の姓・名を入力する仕様となっているが、
人事異動に備え、組織名称で申請することは可能か。
また、個人アドレスでなく、組織のアドレスで申請して問題ないか。

組織名称・組織アドレスで登録いただいても差し支えございません。

※LGWAN環境での接続となります。また、インターネット経由のメールを受信できるアカウ
ントで申請してください。
（例）
　姓 ： ●●市　　　名 ： ●●課●●係
　メールアドレス ： daretsutanto@city.marumaru.jp

120 システム 人事異動に伴い自治体管理者が変わったので、アドレス・担当者を変更したい。

●アドレスを変更したい
https://forms.office.com/r/Xpnt6JHVkp
↑より新アドレスで利用申請のうえ、hoikuseisaku.newkyuufuアットマークcfa.go.jp　宛に
旧アカウントの削除をメールでご依頼ください。

●担当者名のみ変更したい
新担当者氏名を、hoikuseisaku.newkyuufuアットマークcfa.go.jp　宛にメールでご連絡くださ
い。
（※スパム防止のため、「＠」を「アットマーク」としております。）
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121 システム 総合支援システムの利用申込を行ったが、アカウント発行のお知らせが届かない。

アカウントの発行まで５営業日前後いただいております。
５営業日を経過してもメールが届かない場合、下記についてご確認ください。

総合支援システムはLGWAN環境から接続していただく必要がありますが、総合支援シス
テムから自動送信されるメールについてはインターネット経由でご確認いただく必要がある
ため、インターネット経由で自動送信メールの受信をご確認いただければと思います。な
お、インターネット経由のメールを受信できないアドレスでアカウント発行申請を行ってし
まった場合は、受信可能なアドレスで再度アカウント発行申請をお願いいたします。
また、こども家庭庁からのアカウント発行のお知らせが届いたが、総合支援システムより
メールが届かない場合は、登録いただいたアドレスがLGWAN環境のみのものとなっている
場合がございます。その場合ログインができませんので、再度インターネット経由のメール
を受信できるアドレスで申請をお願いいたします。
https://forms.office.com/r/Xpnt6JHVkp
↑より新アドレスで利用申請のうえ、hoikuseisaku.newkyuufuアットマークcfa.go.jp　宛に
LGWAN環境のアドレスで発行されたアカウントの削除をメールでご依頼ください。
（※スパム防止のため、「＠」を「アットマーク」としております。）

122 システム
アカウント発行のメールを受信したが、メールに記載のリンクにアクセスするとプライバ
シーエラーとなり開くことができない。

総合支援システムはLGWAN環境から接続していただく必要があるため、メール記載のリン
クについてはLGWAN環境から接続していただきますようお願いいたします。

123 システム 初期パスワードのリセット申請画面にある送信ボタンが押下できない。
お使いのブラウザが最新のバージョンになっているかご確認をお願いいたします。
Microsoft Edge最新版、Google Chrome最新版を推奨しています。

124 システム システム操作に関する問い合わせフォームはどこにあるのか。

ログイン後、「各種サポート」から「よくあるご質問」の各種項目「アカウント管理」「予約管
理」などをクリックしていただくと、その次の画面下部に「お問い合わせフォーム」ボタンが
表示されます。なお、問い合わせフォームは研修環境には用意されておりませんので、本
番環境からお願いします。

125 システム 利用料は、前払い、後払いを施設毎に設定し実施してよいか。
総合支援システムにおいては、都度払い（当日後払い）と月額払い（後払い）の２つの方法
を設定することができます。

126 その他
こども誰でも通園制度に従事する者に向けた研修教材の公表はいつごろか。研修の受講
が４月以降となっても支障はないか。

こども誰でも通園制度に従事する者に向けた研修については、詳細を検討中です。なお、
保育人材の確保の観点から、経過措置についても検討しています。

127 その他

乳児等通園支援従事者のうち、保育士以外の職員については、子育て支援員研修又は
家庭的保育事業の受講を上げられていますが、当該研修の開講時期が過ぎている場合
なども想定されますが、
①研修については、そもそも努力義務なのでしょうか？
②市町村が認めた場合、こども家庭庁が開設しておられる動画視聴を活用して、同等の
研修を受けたものとみなして差し支えないでしょうか？
（こども家庭庁HP　子育て支援員研修・映像教材）
https://www.cfa.go.jp/policies/kosodateshien/kosodateshien-kyozai/

①研修受講は必須になります。
②市町村が認めた場合、映像教材をもって受講したとみなすことは可能ですが、映像教材
は、子育て支援員研修のうち、基本研修のみとなっておりますので、専門研修について
は、市町村が定める受講形態にて、受講いただく必要がございます。なお、令和８年度以
降の研修については、現在開発を進めているところです。

128 その他 こども誰でも通園制度を実施する施設も第三者評価の努力義務対象となるのか。

乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準第５条第４項において、「乳児等通園
支援事業者は、定期的に外部の者による評価を受けて、その結果を公表し、常にその改
善を図るよう努めなければならない。」とされていることから、第三者評価の努力義務が課
されています。

129
子ども・子
育て支援事
業計画

子ども・子育て支援法において、市町村子ども・子育て支援事業計画及び都道府県子ど
も・子育て支援事業支援計画の基本的記載事項（必須記載事項）として「乳児等のための
支援給付に係る教育・保育等の一体的提供及び当該教育・保育等の推進に関する体制
の確保の内容」とあり、具体的には、「「教育・保育及び地域子ども・子育て支援事業の提
供体制の整備並びに子ども・子育て支援給付並びに地域子ども・子育て支援事業及び仕
事・子育て両立支援事業の円滑な実施を確保するための基本的な指針」等の改正等につ
いて」（令和７年９月16日付けこども家庭庁成育局保育政策課事務連絡）において、「乳児
等通園支援事業が満３歳以上の児童を対象としていないことを踏まえ、市町村（都道府
県）における教育・保育施設と乳児等通園支援事業者との連携・接続に関する推進方策を
定めること。」と示されているが、どのような趣旨か。また、具体的にはどのような推進方策
を想定しているのか。
例えば、保護者がその後の施設利用を検討している場合には、満３歳児が通園できる幼
稚園や認定こども園に通うことができるよう必ず枠を確保しなければならないものか。それ
とも、利用可能な施設を案内するだけで構わないか。

乳児等通園支援事業は、０歳６か月～満３歳未満のこどもを対象とする事業です。一方、
教育・保育施設（認定こども園、幼稚園及び保育所）は、満３歳以降も含めた小学校就学
前のこどもを対象としています。このため、乳児等通園支援事業を利用したこどもが、満３
歳以降に教育・保育施設を利用することとなる場合が想定されるところです。
特に、保育所で実施される乳児等通園支援事業を利用していたこどもにとっては、満３歳
に到達することにより１号認定を受けると、保育所に引き続き通うことができないため、保
育所から認定こども園又は幼稚園に移ることとなります。したがって、施設・事業者間での
連携・接続の推進方策を市町村子ども・子育て支援事業計画及び都道府県子ども・子育
て支援事業支援計画に明記することが必要です。
また、「一体的に提供する体制」とは、教育・保育等（教育・保育又は乳児等通園支援をい
う。）を、乳幼児期の発達の連続性を踏まえて切れ目なく提供する体制のことであり、乳児
等通園支援事業者、教育・保育施設、地域型保育事業者等の相互連携を重視しつつ、市
町村子ども・子育て支援事業計画及び都道府県子ども・子育て支援事業支援計画に具体
的な取組を記載することが求められます。
ご質問の「保護者がその後の施設利用を検討している場合」においては、利用可能な施
設を案内することを想定しています。

130
子ども・子
育て支援事
業計画

追加となった基本的記載事項（必須記載事項）のうち、市町村子ども・子育て支援事業支
援計画及び都道府県子ども・子育て支援事業支援計画における「乳児等のための支援給
付に係る教育・保育等の一体的提供及び当該教育・保育等の推進に関する体制の確保
の内容」並びに都道府県計画における「特定乳児等通園支援を行う者の確保及び資質の
向上のために講ずる措置に関する事項」について、具体的な記載内容はどのようなものを
想定しているか。

市町村子ども・子育て支援事業計画及び都道府県子ども・子育て支援事業支援計画にお
ける「乳児等のための支援給付に係る教育・保育等の一体的提供及び当該教育・保育等
の推進に関する体制の確保の内容」については、地域の教育・保育施設と連携し、乳児等
通園支援事業の利用終了後の受入れ枠の確保に努めるほか、乳児等通園支援事業者と
教育・保育施設との間で情報を共有することができる体制を整備することや、幼稚園にお
ける満３歳児クラスの活用を促進し、乳児等通園支援事業の利用から教育・保育施設の
利用への円滑な移行を支援してゆく等の記載が考えられます。
都道府県子ども・子育て支援事業支援計画における「特定教育・保育、特定地域型保育
及び特定乳児等通園支援を行う者並びに地域子ども・子育て支援事業に従事する者の確
保及び資質の向上のために講ずる措置に関する事項」のうち特定乳児等通園支援に係る
部分については、乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準（令和７年内閣府令
第１号）第22条の規定を踏まえ、乳児等通園支援事業の実施に伴い必要となる保育士そ
の他の特定乳児等通園支援を行う者の確保に努めることや、特定乳児等通園支援を行う
者の研修を行う体制を整備し、特定乳児等通園支援を行う者の確保及び資質の向上を
図ってゆく等の記載が考えられます。
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131
子ども・子
育て支援事
業計画

追加となった基本的記載事項（必須記載事項）のうち、市町村子ども・子育て支援事業支
援計画及び都道府県子ども・子育て支援事業支援計画における「乳児等のための支援給
付に係る教育・保育等の一体的提供及び当該教育・保育等の推進に関する体制の確保
の内容」並びに都道府県子ども・子育て支援事業支援計画における「特定乳児等通園支
援を行う者の確保及び資質の向上のために講ずる措置に関する事項」について代用計画
で対応する場合の様式例をお示しいただきたい。

新たに代用計画の参考様式（「第三期市町村子ども・子育て支援事業計画等における乳
児等通園支援事業（こども誰でも通園制度）の「量の見込み」及び「確保方策」代用計画に
ついて（依頼）」の補足について（令和７年10月３日付けこども家庭庁保育政策課事務連
絡）別添１、２）を作成いたしましたので、ご活用ください。

132
子ども・子
育て支援事
業計画

都道府県子ども・子育て支援事業支援計画において、乳児等通園支援の量の見込み及
び確保方策を定める必要があるか。

定める必要はありません。

133
子ども・子
育て支援事
業計画

市町村子ども・子育て支援事業支援計画において、教育・保育施設と乳児等通園支援事
業者との連携・接続に関する推進方策を定めることが求められているが、市町村の区域
外の利用者についても、満３歳となった場合には、保育所・認定こども園などの教育・保育
施設について、斡旋もしくは案内、又は施設への入所調整をするように市町村に義務付け
られるのか。

市町村子ども・子育て支援事業計画においては、市町村の区域内に居住するこどもが満３
歳に到達した後に、教育・保育施設に円滑に接続できるよう推進方策を定めていただきま
すようお願いいたします。

134
子ども・子
育て支援事
業計画

代用計画での対応となった場合は子ども・子育て支援法上の計画の「変更」の取扱いとな
り、下記の手続きが必要か。

（市町村の場合）
・地方版子ども・子育て会議等での意見聴取（子ども・子育て支援法第61条第７項）
・パブリックコメント（子ども・子育て支援法第61条第８項）
・都道府県への協議（子ども・子育て支援法第61条第９項）
・都道府県への提出（子ども・子育て支援法第61条第10項）

（都道府県の場合）
・地方版子ども・子育て会議等での意見聴取（子ども・子育て支援法第62条第７項）
・国への提出（子ども・子育て支援法第62条第６項）

代用計画は、市町村及び都道府県において市町村子ども・子育て支援事業支援計画及び
都道府県子ども・子育て支援事業支援計画を変更することが困難である場合に、必要な
事項を暫定的に定める代替措置であるため、計画の変更とは異なりますが、代替措置で
あることを踏まえ、下記についてご留意いただく必要があります。

（意見聴取について）
地方版子ども・子育て会議等での意見聴取については、会議日程等のやむを得ない事情
がある場合には、代用計画の策定後の実施とすることも可能です。ただし、この場合にお
いても、令和８年３月31日までに意見聴取を実施していただくようお願いします。
なお、意見聴取については、地方版子ども・子育て会議を書面開催することにより実施す
ることも考えられます。

（パブリックコメントについて）
市町村子ども・子育て支援事業計画を変更する際のパブリックコメントの実施は努力義務
とされていることも踏まえ、ご対応をお願いします。

（都道府県への協議及び提出について）
市町村子ども・子育て支援事業計画を変更する場合の都道府県への協議及び提出は、子
ども・子育て支援法上義務とされていることを踏まえ同様の対応をお願いします。なお、令
和８年３月頃に調査を依頼し、国においてとりまとめを行う予定としていることを踏まえ、対
応をお願いします。

135
子ども・子
育て支援事
業計画

計画の変更を代用計画の策定で対応した場合、令和８年度以降の第３期計画期間内に計
画を変更する必要があるか。

代用計画は、あくまでも暫定措置であるため、市町村子ども・子育て支援事業計画又は都
道府県子ども・子育て支援事業支援計画の中間年見直しを行う場合には、その際に、代
用計画の内容について必要に応じて見直しを行った上で、代用計画の内容を市町村子ど
も・子育て支援事業計画又は都道府県子ども・子育て支援事業支援計画を変更に反映す
ることが考えられます。

136
子ども・子
育て支援事
業計画

第３期計画の策定の際に、あらかじめ必須記載事項の記載を行っている場合においても
計画の変更が必要か。
また、計画の変更が必要無い場合、地方版子ども・子育て会議等における意見聴取は不
要という認識でよいか。

現在策定されている市町村子ども・子育て支援事業計画及び都道府県子ども・子育て支
援事業支援計画において必要な事項が記載されている場合には、計画を変更することは
不要です。計画を変更しない場合には、意見聴取も不要です。
なお、現在策定されている計画において必要な事項が記載されている場合であっても、当
該計画の数値を変更する場合には、地方版子ども・子育て会議等における意見聴取等の
計画の変更手続きを行う必要があります。

137
子ども・子
育て支援事
業計画

乳児等通園支援の量の見込みについては、教育・保育提供区域ごとに定める必要がある
か。

教育・保育提供区域ごとに定めることが必要です。
なお、教育・保育提供区域は、教育・保育及び乳児等通園支援事業を通じて共通の区域
設定とすることが基本となりますが、乳児等通園支援事業の利用の実態が他の子ども・子
育て支援の利用の実態と異なる場合には、当該実態に応じて、乳児等通園支援事業に係
る教育・保育提供区域を設定することができます。
（「教育・保育等及び地域子ども・子育て支援事業の提供体制の整備並びに子ども・子育
て支援給付並びに地域子ども・子育て支援事業及び仕事・子育て両立支援事業の円滑な
実施を確保するための基本的な指針（平成26年内閣府告示第159号）」第三の二の１）

138
子ども・子
育て支援事
業計画

「「教育・保育及び地域子ども・子育て支援事業の提供体制の整備並びに子ども・子育て
支援給付並びに地域子ども・子育て支援事業及び仕事・子育て両立支援事業の円滑な実
施を確保するための基本的な指針」等の改正等について」（令和７年９月16日付けこども
家庭庁成育局保育政策課事務連絡）の第３の（１）では、「年内に変更を行うことができる
よう努めること。」との記載があったが、いつが策定のリミットになるのか。

令和７年度中に策定することが必要ですが、スケジュール案としてお示ししているとおり、
都道府県が市町村から早めに提出を受け、国への報告や調整を円滑に進めていただきま
すようお願いいたします。

139 予算
令和８年度からの乳児等のための支援給付のうち、支援納付金負担分1/2は、国負担分
1/4と合算し、国費分3/4として交付される認識でよいか。

ご認識のとおりです。

140 予算

令和８年度からの乳児等のための支援給付の国費分は、「子どものための教育・保育給
付交付金」と同様の交付スキームで市町村へ交付される認識でよいか。
（都道府県の歳出予算においては、県負担分1/8のみ予算計上し、国費分3/4については
計上する必要は無い認識だが、間違い無いか。）

ご認識のとおりです。

141
子ども・子
育て支援事
業計画

現行の第３期市町村子ども・子育て支援事業計画では「地域子ども・子育て支援事業」の
一つとして量の見込み確保方策を定めており、「乳児等通園支援の量の見込み確保方
策」として個別に項を立てていないが、直ちに改定する必要があるか。

現行計画の量の見込み・確保方策に変更が無ければ、個別に項立てを行うために、直ち
に改定を行う必要はありません。
なお、中間年見直しを行う場合には、必要に応じて量の見込み・確保方策の見直しを行っ
た上で、項立てについても適切に市町村子ども・子育て支援事業計画に反映することが考
えられます。
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142 認可手続
教育・保育の利用定員の空きがある施設又は事業所から一般型乳児等通園支援事業の
認可申請があった場合に、余裕活用型乳児等通園支援事業で実施可能であることを理由
に認可しないことは可能か。

不可です。

143 認可手続
保育所等と一般型乳児等通園支援事業を実施している施設又は事業所において、当該
保育所等の利用定員に空きが生じた場合に、その空きを活用して追加的に乳児等通園支
援事業の利用者を受け入れることは可能か。

当該保育所等について一般型乳児等通園支援事業の認可に加えて、別途、余裕活用型
乳児等通園支援事業の認可も合わせて受けることにより、一般型乳児等通園支援事業と
は別に余裕活用型乳児等通園支援事業の利用者を受け入れることができます。
なお、一般型乳児等通園支援事業と余裕活用型乳児等通園支援事業の面積を重複して
認可を受けることはできないことにご留意ください。

144
設備の基準
関係

こども誰でも通園制度（余裕活用型）における利用定員は、通常保育部分の認可上の定
員の空き人数のことを指すのか。また、弾力化で受入れすることができる人数も含めて考
えて良いのか。

余裕活用型乳児等通園支援事業の利用定員は子ども・子育て支援法に基づく特定教育・
保育施設又は特定地域型保育事業者の確認において定められた利用定員の空き枠を指
します。
また、通常保育における弾力化分の利用定員は、余裕活用型乳児等通園支援事業の利
用定員に含めることはできません。

145 認定

子ども・子育て支援法第30条の15によれば、乳児等のための支援給付を受けようとする保
護者は、内閣府令の定めるところにより、乳児等のための支援給付を受ける資格を有する
ことについての認定を申請し、その認定を受けなければならないとされているが、令和７年
度に市町村から利用者としての認定を受けた者についても令和８年度に改めて同法に基
づく認定申請を行う必要があるのか。もしくは、同法に基づく申請があったものとみなし、
認定を行うことができるのか。

乳児等のための支援給付の創設に伴い、原則として、改めて子ども・子育て支援法に基づ
き、保護者が乳児等支援給付認定の申請を行い、市町村が認定を行う必要があります。
なお、「子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴うこども家庭庁
関係内閣府令の整備に関する内閣府令及び特定乳児等通園支援事業の運営に関する
基準の施行に伴う留意事項について」（令和８年１月27日付けこども家庭庁成育局長通
知）でお示ししているとおり、各市町村の判断で、令和７年度事業における認定に際し提出
のあった添付書類の省略を行う等の簡素化を図ることが考えられます。総合支援システム
上の具体的な処理方法等、詳細については、「こども誰でも通園制度総合支援システムの
年度切替えに係る依頼事項及び注意点について」（令和８年２月13日付けこども家庭庁成
育局保育政策課事務連絡）及び「【こども誰でも通園】令和８年度_利用開始に向けた事前
準備事項_20260127（送付用）」をご参照ください。

146 事業内容
令和８年度以降において、管内在住の児童が他市町村の施設を利用した場合、当該他市
町村が独自に実施している上乗せの助成分は反映せず、法定給付部分のみを支払う対
応で差し支えないか。

差し支えありません。

147 認可手続
余裕活用型乳児等通園支援事業の認可に際し、利用定員の総数に空きがある場合で
あっても、０～満３歳未満の乳幼児の利用定員に空きが無い場合には認可できない認識
でよいか。

ご認識のとおりです。
乳児等通園支援事業は生後６か月～満３歳未満の乳幼児を対象とした事業であることか
ら、満３歳以上～５歳児の利用定員の空きを活用して余裕活用型乳児等通園支援事業を
実施することは想定しておらず、０～満３歳未満の乳幼児の利用定員の空きを活用するこ
とが適切であると考えます。

148
認可手続
確認手続

乳児等通園支援事業の設備及び運営の基準、特定乳児等通園支援事業の運営の基準
は必ず条例で定めなければならないのか。規則で定めることは可能か。

必ず条例で定めなければなりません。
○乳児等通園支援事業の設備及び運営の基準
児童福祉法（昭和二十二年法律第百六十四号）第34条の16第１項
○特定乳児等通園支援事業の運営の基準
子ども・子育て支援法（平成二十四年法律第六十五号）第54条の３において準用する同法
第46条第２項

149
認可手続
確認手続

乳児等通園支援事業の設備及び運営の基準、特定乳児等通園支援事業の運営の基準
は、条例で定めることとされているところ、新規の条例制定ではなく、市町村の実情に応じ
て、例えば既存の「●●市家庭的保育事業等の設備、運営等の基準に関する条例」等の
改正により対応しても差し支えないか。

差し支えありません。

150 確認手続
特定乳児等通園支援事業の運営の基準について、令和７年度中に条例の制定が間に合
わない可能性がある。経過措置はないのか。

特定乳児等通園支援事業の運営の基準については、内閣府令で定める基準を、市町村
が条例で定める基準とみなす経過措置に関する政令の公布を予定しています。
なお、乳児等通園支援事業の設備及び運営の基準（認可基準条例）については、同様の
経過措置を講ずる予定はございませんので、ご留意ください。
詳細は「市町村の条例で定める特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準について
の経過措置について（周知）」（令和７年10月23日付けこども家庭庁成育局保育政策課事
務連絡）をご確認ください。

151 確認手続
公立施設において乳児等通園支援事業を行う場合、子ども・子育て支援法第54条の２に
規定される「乳児等支援給付費の支給に係る事業を行う者である旨の確認」は市町村長
が当該市町村長に対して自ら申請を行い、確認を行うのか。

ご認識の通りです。
○子ども・子育て支援法（平成二十四年法律第六十五号）第54条の２第２項

152 システム
総合支援システムは必ず利用しなければならないか。自治体独自のシステムを利用して
もよいか。

総合支援システムの利用をお願いしております。
広域利用や利用者の利便性を考慮のうえ、利用をご検討ください。

153
認可手続
確認手続

令和８年３月31日以前に、準備行為として認可・確認を行う場合、認可・確認の日付は改
正子ども・子育て支援法が施行される令和８年４月１日以降としなければならないか。

認可については、既に行うことができるほか、確認についても準備行為として行うことがで
きるため、令和８年４月１日以降とする必要はありません。

154 認可手続 市町村として余裕活用型乳児等通園支援事業に限定して認可することは可能か。

乳児等通園支援事業の区分（一般型乳児等通園支援事業及び余裕活用型乳児等通園
支援事業）については乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準（令和７年内閣
府令第１号）第１条第１項第２号において、市町村が条例を定めるに当たって従うべき基準
とされており、必ず両区分の基準について条例で定める必要があります。
この基準に適合している者から認可申請があった場合には、認可する必要があるため、
余裕活用型乳児等通園支援事業に限定して認可することはできません。
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155 認可手続
余裕活用型乳児等通園支援事業の認可に際しては、認可申請時点で現に利用定員の空
きが無くとも、認可を行うことは可能であるという認識でよいか。

ご認識のとおりです。
認可の際には、現時点では利用定員に空きがなかったとしても、将来利用定員の空きが
生じる可能性を考慮して認可することができます。その上で、実際に利用定員の空きを活
用して実施しているかどうかについては、監査等により実施状況を確認いただく必要があ
ります。仮に、余裕活用型の認可を受けたものの、結果的に利用定員の空きが生じなかっ
た場合は、当該年度においては誰通利用児童の受入れはできませんが、翌年度以降に
利用定員の空きが生じる可能性を考慮して認可を取り消す必要はありません。

156 職員配置

「０歳児５人　１、２歳児５人」で利用定員を設定した施設において、設備運営基準は満たし
つつ、「０歳児４人、１、２歳児６人」といったように、利用児童の総合計が利用定員を超え
ない範囲で内訳が変動しても問題ないか。
また、弾力的に「０歳児５人、１、２歳児６人」というように利用定員を超えて受入れを行うこ
とは可能か。

前段については差し支えございません。
後段については不可です。利用定員を超えて受入れを行うことはできません。
なお、「乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準（令和７年内閣府令第１号）」
について、令和７年11月14日付けで第16条第１項第６号の改正を行いました。これまで「乳
児、幼児の区分ごとの定員」を定めなければならなかったところ、今回の改正に伴い、乳
児、幼児の区分を問わず「利用定員」の総数のみを定めることが可能となりました。

157 認定

子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律（令和６年法律第47号）附則第４条におい
て、乳児等のための支援給付の支給要件の認定に関し、令和８年３月31日以前に準備行
為として認定申請及び認定を行うことができる旨、規定されているが、子ども・子育て支援
法（平成24年法律第65号）第30条の15第３項に基づく認定証も令和８年３月31日以前に交
付することができる認識でよいか。

ご認識のとおりです。

158 事業内容
一般型乳児等通園支援事業の利用定員の空きを活用し、余裕活用型一時預かり事業を
実施することは可能か。

令和８年４月１日より可能です。乳児等通園支援事業を利用する児童の数が当該乳児等
通園支援事業に係る利用定員の総数に満たない場合に、当該利用定員の総数から利用
児童数を除いた数以下の数の乳児又は幼児を対象として一時預かり事業を実施すること
ができるよう、児童福祉法施行規則第36条の35第１項第３号の改正を行いました。詳細
は、児童福祉法施行規則の一部を改正する内閣府令（令和８年内閣府令第１号）及び、
「児童福祉法施行規則の一部を改正する内閣府令について」（令和８年１月29日こども家
庭庁成育局長通知）をご参照ください。

159 事業内容
令和８年度からの乳児等支援給付費は毎月支給する必要があるか。
例えば、年度末に１年分合算して支払うことや、半年ごとに支払うといった運用は可能か。

子ども・子育て支援法施行規則（平成二十六年内閣府令第四十四号）第28条の30に規定
されているとおり、毎月、支給する必要があります。

160 確認手続

特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準（令和７年内閣府令第95号）第３条第２項
に規定される「一月当たりの利用定員」の具体的な算出方法をお示しいただきたい。
また、当該「一月当たりの利用定員」は児童福祉法（昭和二十二年法律第百六十四号）第
34条の15第５項第２号に規定される、市町村子ども・子育て支援事業計画において市町村
が定める必要利用定員総数を踏まえた需給調整を行う際に、どのように考慮すべき数値
か。

当該事業所における１時間当たりの利用定員×１月当たりの延べ開所時間数で算出いた
だくことが考えられます。
なお、児童福祉法（昭和二十二年法律第百六十四号）第34条の15第５項第２号に規定さ
れる、市町村子ども・子育て支援事業計画において市町村が定める必要利用定員総数を
踏まえた需給調整を行う際には、上記に基づき算出された「一月当たりの利用定員」から
定員一人１月当たりの受入れ可能時間数（※）を除した数値を用いることが考えられます。
（※）月 176 時間（８時間×22 日）を基本としますが、市町村独自の設定も可能です。市町
村子ども・子育て支援事業計画における量の見込みの算出時の設定と合わせていただく
必要があります。

161 その他 指導監査は令和７年度から実施しなければならないのか。

児童福祉法施行令（昭和二十三年政令第七十四号）第35条の４において「市町村長は、
当該職員をして、年度ごとに一回以上、国及び都道府県以外の者が行う家庭的保育事業
等又は乳児等通園支援事業が法第三十四条の十六第一項の規定に基づき定められた
基準を遵守しているかどうかを実地につき検査させなければならない。」と規定されている
とおり、令和７年度より事業を開始している市町村は、令和７年度から指導監査を行う必
要があります。
なお、指導監査にあたっては「児童福祉法に基づく乳児等通園支援事業の指導監査につ
いて（通知）」（令和７年11月28日付けこども家庭庁成育局長通知）をご参照ください。

162 認定
乳児等支援給付認定時に対象の乳幼児が保育所等に在籍していることを市町村が見抜
けず、認定後に発覚した場合、認定の取消しを行った時点から将来に向かって乳児等の
ための支援給付を受ける資格を失うのか、それとも認定日に遡及して資格を失うのか。

子ども・子育て支援法施行令（平成二十六年政令第二百十三号）第15条の８第２項に基づ
き乳児等支援給付認定を取り消すことになるため、認定日に遡及し、当初から乳児等のた
めの支援給付を受ける資格を有していなかったことになります。

163 認定
乳児等支援給付認定の申請に対する処分は「○日以内にしなければならない」等、処理
期間を定める法令上の規定はあるか。

乳児等支援給付認定に係る申請の処理期間については、子ども・子育て支援法上の規定
はありませんが、行政手続法（平成五年法律第八十八号）第６条に基づき、市町村におい
て標準処理期間の設定・公表に努めてください。

164 予算 公定価格は正式にはいつ、どのような媒体で示されるのか。
特定教育・保育等の公定価格と同様、令和８年度予算が成立した後、告示で特定乳児等
通園支援に要する費用の額の算定に関する基準をお示しすることになります。

165
設備の基準
関係

余裕活用型乳児等通園支援事業の認可施設において、利用定員に空きは無いが、本体
施設又は事業における入所児童が病気で欠席した場合等の空きを活用して乳児等通園
支援事業を実施することは可能か。

不可です。
余裕活用型乳児等通園支援事業の利用定員は子ども・子育て支援法に基づく特定教育・
保育施設又は特定地域型保育事業者の確認において定められた利用定員の空き枠を指
します。

166 事業内容
開所時間について、保護者のニーズに応じて18:00～22:00などの夜間や24時間とすること
も可能か。

法令上、夜間の開所は妨げられませんが、こどもの健康的な生活環境の保持や本事業の
趣旨目的を鑑みると、利用時間は日中に設定することを想定しています。いわゆるベビー
ホテルのように、保護者の事情に合わせて夜間時間帯に一時的にこどもを預かるような運
営は適切ではありません。

167 事業内容 市町村として、定期利用に限って実施することは可能か。

定期利用・柔軟利用のいずれかの利用パターンに限って実施することは妨げられません
が、利用パターンの設定に当たっては、「こども誰でも通園制度の実施に関する手引」でお
示ししている特徴や留意点を念頭に、地域の状況等を踏まえながら、市町村と事業者で調
整の上、事業所ごとに検討いただくことが望ましいと考えます。
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168 事業内容
他市町村が独自事業として10時間を超えて利用可能としている時間分について広域利用
の希望があった場合、受け入れを拒むことは可能か。

可能です。
独自事業の実施自治体におかれましては、乳児等通園支援事業が広域利用可能な事業
であることを踏まえ、独自事業における広域利用の取り扱いについて検討のうえ、あらか
じめその運用を対象者や近隣自治体へ十分周知いただくことが必要であると考えます。
なお、総合支援システム上、10時間を超えた独自上乗せ分については他市町村所在施設
の予約を行うことができないため、他市町村にて独自上乗せ分の受け入れを行う場合に
はシステム外で対応いただく必要があります。

169 その他 実施要綱の改正はいつを予定しているか。
実施要綱は、令和７年度までの予算事業としての乳児等通園支援事業を実施いただくた
めの規程であるため、令和７年度末で廃止を予定しています。令和８年度以降は法令その
他各種通知、市町村条例等に基づき実施いただくことになります。

170 その他

第３回検討会資料において、令和８年度からの公定価格案の加算分単価として、生活困
窮家庭等負担軽減加算の概要が示されているが、対象者の判定に税情報等が必要にな
ると考えられる。
他市町村からの転入者については直近の税情報を保有していないが、情報提供ネット
ワークシステムを通じた情報照会（マイナンバーを用いた情報連携）により税情報等を取
得することは可能か。

不可です。
対象者より課税証明書等の証明資料を提出いただくことにより要件の確認を行っていただ
く必要があります。なお、証明資料の提出にあたっては総合支援システム上のファイル
アップロード機能をご活用いただけるよう改修予定です。
今後、情報連携の対象とするために法令上の措置や総合支援システム上の改修等を行う
場合にはあらかじめお知らせいたします。

171 その他
令和８年度、子育て支援員研修事業に「こども誰でも通園制度コース」が創設されるとのこ
とだが、実施主体は都道府県、市町村のどちらを想定しているか。

双方実施主体となり得ます。なお、広域行政の役割として、管内市町村における保育者の
確保や育成の支援を引き続き担っていただく必要があることから、本コースについては、
都道府県が実施主体の子育て支援員研修にて実施されるものと想定しています。
なお、新コースの内容や経過措置等の検討状況については「こども誰でも通園制度の本
格実施に向けた検討会」（第２回、第３回）においてお示ししておりますので別途ＨＰをご確
認ください。

172 その他

社会福祉法（昭和二十六年法律第四十五号）第69条第１項において、「国及び都道府県
以外の者は、住居の用に供するための施設を必要としない第二種社会福祉事業を開始し
たときは、事業開始の日から一月以内に、事業経営地の都道府県知事に第六十七条第
一項各号に掲げる事項を届け出なければならない。」とあるが、公立施設において乳児等
通園支援事業を実施する場合には市町村長から管轄の都道府県知事宛に第二種社会福
祉事業の開始届を提出する必要があるという認識でよいか。

ご認識の通りです。
なお、指定都市については地方自治法施行令（昭和二十二年政令第十六号）第174条の
30の２第２項、中核市については同令第174条の49の７第２項の規定により届出を要しま
せん。

173 システム
総合支援システムにおいて令和８年度の給付認定証から公印画像の登録ができるように
なるとのことだが、公印画像の登録は必須か。
そもそも認定証に公印を押印しなければならないのか。

総合支援システム上、公印画像の登録は任意になります。
なお、法令上、市町村において認定証に公印を押印しなければならない規定はありませ
ん。押印の要否については市町村にてご判断ください。

174 認定
企業主導型保育事業を利用する乳幼児は乳児等通園支援事業の対象外であるが、市町
村では企業主導型保育事業の利用状況は把握できていない。認定時にどのように審査す
ればよいのか。

従来より子ども・子育て支援法施行規則（平成二十六年内閣府令第四十四号）第28条の
14の規定により企業主導型保育施設の利用状況の報告を受けていたものと存じますが、
改正後の同規則第28条の29の規定に基づく報告により、市町村において入所状況を把握
できるものと考えます。具体的な実務フローは従来と同様の手続きを想定しており（「企業
主導型保育施設の利用状況の報告について」（令和元年８月19日付け内閣府子ども・子
育て本部参事官（子ども・子育て支援担当））参照）、それぞれの根拠に基づいて二重に同
内容を報告する必要はありません。
なお、前提として、企業主導型保育施設を含め、保育所等に入所されている方は本事業を
利用できないことを十分にご理解いただいたうえで、利用の申請をいただく必要がありま
すので、市町村におかれましてはあらかじめ利用希望者への制度周知に努めていただく
ようお願いいたします。

175
設備の基準
関係

利用者が弁当を持参する場合は、乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準
（令和七年内閣府令第一号）第15条で規定される「食事の提供」には該当しないと考える
が、調理機能を有する設備を備える必要はあるか。

弁当持参の場合には、基準第15条で規定される「食事の提供」には該当しませんが、手引
の【食事の提供について】に記載の通り食中毒の防止など児童の安全性を確保するた
め、、受け渡しや保管場所、提供時等の衛生管理を徹底するなど適切な実施体制を確保
するようお願いいたします。

176 認定
乳児等のための支援給付は、生後６か月経過後のこどもが対象となる認識だが、具体的
にはどの時点から対象となるのか。

児童福祉法施行規則（昭和23年厚生省令第11号）第１条の32の10第３項でいう「出生の日
から６箇月を経過」は、出生の日から起算し、出生の日が属する月の６月後の月の応答日
の前日に満了することとし、その翌日以降の特定乳児等通園支援の利用が乳児等のため
の支援給付の対象となります。ただし、６月後の月に応当する日がないときは、その月の
末日に満了することとします。
（例）
・ 6/10 出生　→　12/9に満了　 →　12/10から対象
・10/31出生　→　 4/30に満了 　→　5/1から対象
・ 8/31出生　→　 2/28に満了（※うるう年：2/29） 　→　3/1から対象（※うるう年：3/1）

177 認定 いわゆる無戸籍児童も乳児等通園支援事業の対象となるか。

元夫の嫡出推定が及ぶこと等の事情により、戸籍及び住民票に記載のない場合であって
も、当該小学校就学前子どもが当該市町村に居住している実態を確認できれば、対象と
なります。
「無戸籍の児童に関する児童福祉等行政上の取扱いについて」（令和８年１月30日付けこ
ども家庭庁支援局総務課、厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部企画課事務連絡）を
ご参照ください。

178 事業内容
特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準（令和七年内閣府令第九十五号）第12条
第２項の規定「特定乳児等通園支援の提供に当たって、当該特定乳児等通園支援の質の
確保及び向上を図る上で必要であると認められる対価」とは具体的に何か。

事業所の個々の取組や保育環境などにより、事業所それぞれが任意に設定するもので
す。なお、利用者の理解が得られるよう趣旨や積算根拠を用意することが望ましいもので
す。

179 事業内容
保護者から利用料を徴収した場合、公定価格から徴収した利用料を差し引いたうえで、乳
児等のための支援給付を行う必要があるか。

公定価格から、徴収した利用料を差し引く必要はありません。乳児等のための支援給付
は、教育・保育給付（施設型給付等）と異なり公定価格が全額給付される制度となります。
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180 認定

示されている参考様式のうち、保護者へ交付する「乳児等支援給付認定証」について、「障
害児加算」や「要支援家庭のこども加算」の適用有無を示す欄が設けられている。保護者
の中には、こどもの障害を受容していない場合や、要支援家庭であることを市町村から保
護者へ伝えていない場合があり、認定証に記載を行わない等の配慮が必要であると考え
るが、国はどのように考えているか。

乳児等支援給付における加算につきましては、利用者からの申請や、利用者の理解を得
たうえで認定する仕組みとなります。（加算の詳細につきましては、今後、留意事項通知で
お示しします。）
認定証に加算内容を記載することで、利用者本人が適用される加算を認識したうえでサー
ビスをご利用いただけると考えております。
また、加算内容が事業所側と適切に共有されることにより、必要な支援を幅広く受けること
ができると考えております。

181 確認手続
広域利用の利用者を受け入れた場合、当該事業所においては、当該利用者の居住する
自治体からも、子ども・子育て支援法に基づく「確認」を受ける必要があるか。

特定乳児等通園支援事業者の確認については、市町村長による確認の効力が全国に及
ぶものであり、当該市町村長がその長である市町村以外の市町村（「他の市町村」とい
う。）の区域に居住地を有する者が当該施設を利用しようとする場合に、当該他の市町村
の長が別途改めて確認を行う必要はありません。

182 その他
社会福祉法第２条第３項第２号及び第４項第４号において、常時保護を受ける者が20 人
以上の事業は第二種社会福祉事業に該当するものと規定されているが、ここでいう「常時
保護を受ける者」とは乳児等通園支援事業においては何を指すか。

特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準（令和７年内閣府令第95 号）第３条第２項
に規定する「一月当たりの利用定員」を参考に、事業所ごとにご判断ください。なお、「一月
当たりの利用定員」は当該事業所における１時間当たりの利用定員×１月当たりの延べ
開所時間数で算出いただくことが考えられます。
詳細は「乳児等通園支援事業（こども誰でも通園制度）に係る社会福祉法上の事業区分
等について」（令和８年２月６日付けこども家庭庁保育政策課事務連絡）をご参照ください。

183 事業内容 公立の特定乳児等通園支援事業所での利用料は法令上どのような性質か。

公立の特定乳児等通園支援事業所において徴収する利用料については、市町村ごとの
実情に応じて下記いずれかの整理を行うことができるものと考えます。
①公の施設の使用料（地方自治法（昭和22年法律第67号）第225条）
②特定乳児等通園支援の質の確保及び向上を図る上で必要であると認められる対価（特
定乳児等通園支援事業の運営に関する基準（令和７年内閣府令第95号）第12条第２項）
③①及び②双方の性質を有するもの

184 事業内容
公立の特定乳児等通園支援事業所で実施する場合、利用料の徴収について条例に定め
る必要があるか。また条例に定める必要がある場合、併せて減免規定を設ける必要があ
るか。

当該市町村の公立の特定乳児等通園支援事業所における利用料の整理・性質によって
異なるものであり、No.183における①～③ごとの整理によって次のとおり考えられます。
①または③の場合
利用料の徴収については、地方自治法第228条第１項の規定により、条例で定める必要
があり、また、その性質からして減免規定についても条例に定めることが適当であると考
えます。
②の場合
利用料の徴収については、必ずしも条例等に規定する必要はありませんが、当該利用料
の使途及び額並びに乳児等支援給付認定保護者に利用料の支払を求める理由について
書面によって明らかにするとともに、乳児等支援給付認定保護者に対して説明を行い、同
意を得なければなりません。

185 事業内容
公立の特定乳児等通園支援事業所で実施する場合、生活困窮家庭等負担軽減加算の対
象利用者に対し、利用料の減額をした際、生活困窮家庭等負担軽減加算の対象となるの
か。

当該市町村の公立の特定乳児等通園支援事業所における利用料の整理・性質によって
異なるものであり、No.183における①～③ごとの整理によって次のとおり考えられます。
①の場合
生活困窮家庭等負担軽減加算については特定乳児等通園支援事業の運営に関する基
準第12条第２項の規定による支払の額を減額した場合に加算することとする予定であり、
公の施設の使用料として整理がなされている利用料の減額を行ったとしても、生活困窮家
庭等負担軽減加算の対象外となります。
②または③の場合
利用料の減額を行った場合、生活困窮家庭等負担軽減加算の対象となります。

186 事業内容 他市町村に居住する利用者の利用料のみ高く設定することは可能か。

当該市町村の公立の特定乳児等通園支援事業所における利用料の整理・性質によって
異なるものであり、No.183における①～③ごとの整理によって次のとおり考えられます。
①または③の場合
条例に基づき、利用者の居住地に応じて差を設けることも可能であると考えます。
②の場合
質の確保及び向上を図る上で必要な対価として徴収するものであるため、利用者の居住
地に応じて差を設けることは適当ではないと考えます。

187 事業内容
利用料の徴収にあたり、キャッシュレス決済を利用することに伴う手数料の額を保護者か
ら徴収してもよいか。

特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準（令和７年内閣府令第95号）第12条第３項
第５号に基づき、保護者負担が適当な費用であると判断される場合には、運営規程に定
めるとともに保護者の理解を得た上で徴収することは差し支えございません。ただし、
キャッシュレス決済を含むICTの導入により業務負担が軽減されること等を踏まえ、保護者
に負担を求めることについては十分に検討をお願いいたします。

188 事業内容

令和８年４月１日から、一般型乳児等通園支援事業の利用定員の空きを活用して余裕活
用型一時預かり事業を行うことができるようになると承知しているが、なぜ一般型一時預
かり事業の利用定員の空きを活用して余裕活用型乳児等通園支援事業を行うことはでき
ないのか。

余裕活用型乳児等通園支援事業の実施可能な施設又は事業については、同事業におい
て設定する利用定員が子ども・子育て支援法にて確認を受けるものであることを踏まえる
と、同法に基づき確認を受けた利用定員を設定しているものとすることが必要であり、ま
た、児童の安全・安心な受入れ環境が整っている必要もあることから、行政による監督の
下、適正に運営されていることを公的に確認できるもののうち、乳児等の受入れを前提と
しているものを設備運営基準第20条第３項に定めております。このため、届出により実施
することができる一般型一時預かり事業は対象としないこととしております。

189 事業内容 利用料の減額を実施するかどうかは事業所ごとの判断でよいか。

令和８年度からの利用料は、特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準（令和７年内
閣府令第95号）第12条第２項の規定に基づき、事業所が保護者の同意を得て徴収するこ
とから、当該利用料の減額を実施するか否かの判断についても、当該事業所が行うことに
なります。
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